
別紙－１　協定範囲

災害時における災害応急対策業務に関する協定（明治記念大磯邸園・電気設備工事、機械設備工事、通信設備工事、受変電設備工事、建築

工事）の範囲（赤囲みの範囲）(令和８年４月１日～令和１１年３月３１日)


